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中国における知的障害教育の教育方法の転換

Development of the educational methods 
of the Intellectual Disability Education in China 

河 相 善 雄* 張 穎 植** 
KAWAAI Yoshio ZHANG Yingzhen 

本論文では、 中国の知的障害教育の教育課程の改訂を分析 し、 その変化 を明 らかにするこ と と、 それらの変化の背景と

要因 を分析す るこ と によ り 、 中国の知的障害教育の現状と その教育方法が抱え る課題を明らかにし たう えで、 課題の改善

策を探るこ と を目的とする。

1987年中国の知的障害教育の教育課程が公布 さ れた。 1994年週 5 日制に伴い、 教育課程の各教科目の時間数を比例して

調整し たが、 「労働技能」 と いう 科目の時間数だけは削減さ れなかった。 一方2007年に改訂 さ れた教育課程では 「生活適

応」 を必修科目と し て新設さ れ、 国語、 数学の授業時間数が大幅に減っ た。 さ らに知的障害教育の教育課程で国語 ・ 数学

を 「生活国語」、 「生活数学」 に替えた。

こ れらの変化の背景は①義務教育の実施によ り 、 就学 し ている障害のある児童少年の障害が重度 ・ 重複化 し、 生活経験

学習が重要視さ れた。 ②知識の学習が過剰に重視さ れ、 児童少年の生活自立する力が育たない。 ③ 「一人子」 政策の実施

により 少子化が出現し、 家庭での過保護によ り 家庭教育の機能が失われた、 と いつたこ と が考え ら れる。

こ れらに対 し て中国政府は児童少年の心身の健康、 徳育、 体育、 美育を重視する 「素質教育」 を掲げた。 2000年代に入

り 、 学校教育に児童少年の生活自立の力 を育て る教育が薦めら れている。 生活経験学習 を重視し た教育課程に転換 さ れた

が、 生活経験学習 を担当する教員の意識と専門性の問題や学校の環境設備の問題が大き な課題であると考え ら れる。

改善策と し ては、 ①すべての教員養成課程に特殊教育に関する基礎科目を必修化するこ と、 ②生活経験学習と いう 実践

科目の専門教員養成な どを教員養成課程に明確に位置づけ るこ と、 ③地域と 連携 し て、 生き た生活経験を学習に取り 入れ

るこ と を指摘 し た。 
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I は じ めに

中国では1970年代末上海市第二 学校に設置さ れた知

的障害の児童少年 を対象と した特殊学級から学校教育に

おけ る知的障害教育が開始 さ れた ( 中国では小学生と中

学生の児童生徒を総称 し て 「児童少年」 という 用語を用

い てい る。 本論文 も こ の用語 を用い る) 。 その後大都会

を中心に各地に盲 ・ 学校 ' )、 通常学校で知的障害教育

の分校や特殊学級の設置に力 を入れた。 当時中国では知

的障害教育の専門性を持つ専門家が殆 どいなかっ たため、

新 しい領域と して発足 した知的障害教育は軽度の知的障

害の児童少年、 または学習不振の児童少年 を主な対象 と

した。 教育方法は通常学校の教材を用いて通常学級よ り

時間をかけ て授業 を行 っ ていた。 こ の方法は日本の戦前

と終戦直後の知的障害教育に行われた 「水増し教育」 と

いう 教育方法と類似 し たものであると言え る。

1982年中国政府は意法を改訂し、 国民の教育を受ける

権利を明記した。 それに従って1985年義務教育法が制定

さ れ、 その中で特殊教育は基礎教育の一部 と し て位置づ

け ら れた。 それら を受け て都市部 を中心に次々と 「培智

学校」、 「弱智学校」 と いった名称で知的障害児を対象と

し て学校を設置す るよ う にな っ た (本論文では 「培智学

校」 と いう 用語で統一する) 。 知的障害教育の学校が各

地に次々と設置さ れた。 1987年教育部 (1985年~ 1998年

の間、 「国家教育委員会」 という 名称が用いら れた。 本

論文では用語の統一のため、 「教育部」 を用い る) は盲

学校、 学校、 培智学校の教育課程である 「教学計画」

( 日本の学習指導要領に相当するもの) 試案を制定した。

1994年、 学校の週五日制実施に伴い授業時間数が減っ

たため、 教育部は 「教学計画」 試案を改訂した。 新旧二

つの 「教学計画」 は障害の克服と軽減に関す る科目や内

容を除く 他の科目は通常学級に準 じ たものであっ た。

2007年 2 月、 教育部は盲 ・ 聲 ・ 培智学校に関して 「義

務教育課程設置実験方案」 という 新 しい教育課程を公布

した。 従来の 「教学計画」 という 用語名を教育課程に変
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更 し ただけではな く 、 国語や数学を生活国語 ・ 生活数学

に変更 した。 また生活自立する力 を育てるこ と を目標と

する 「生活適応」 という 科目を新設し た。 こ のよう に新

教育課程は 「生活」 を柱 と し て制定 さ れ、 障害のある児

童少年の学校教育においては明白に生活経験が重視さ れ

るこ と と な っ た。

知的障害教育に関し て日本では戦後新 しい領域と し て

発足 し た。 戦後日本の教育は CIE によ っ て ア メ リ カ の

経験主義の教育方法が勧めら れたが、 通常教育は1958年

の学習指導要領の改正によ り 教科が重視 さ れるよ う に転

換さ れた。 しかし知的障害教育においては、 生活経験学

習は児童生徒が生活能力 を身に付けやすい という 主張に

よ り 積極的に取り 入れら れるこ と と なっ た。 1963年の学

習指導要領の制定を巡って、 知的障害教育の教育課程は

生活か教科かと いう 議論が激し く 行われた。 この種の議

論は養護学校就学義務制の実施まで続け ら れたが、 一貫

し て生活経験を重視 した教育が推奨さ れた。 具体的に言

えば、 1968年文部科学省の初回の学習指導要領の解説書

におい ては、 「領域 ・ 教科 を合わせた指導」 がで き る と

し、 その形態は日常生活の指導、 生活単元学習、 作業学

習 と示 さ れた。

また1972年学習指導要領の改訂において教科と して新

設さ れた 「生活科」 は、 基本的生活習慣、 健康安全、 遊

び、 交際、 役割、 仕事、 決まり 、 金銭、 自然、 社会の仕

組み、 公立の施設と いう 内容で構成 さ れており 、 身辺自

立の力 を育て る も のであ っ たと 言え る。 さ ら に1982年の

学習指導要領の解説では 「遊びの指導」 が教育課程に位

置づけ ら れた。 このよう に日本の知的障害教育は生活経

験主義の教育方法 を主流と し て展開 さ れてき た。

一方、 中国では国家の教育部により 教育課程が制定さ

れ、 学校教育の方向性が定めら れる。 そのため教育現場

では生活か教科かと い っ た教育方法に関す る議論はあま

り行われない。 実際、 中国の特殊教育領域において重要

な雑誌である 「現代特殊教育」 において、 知的障害教育

の実践報告や指導報告な どが多 く 掲載 さ れてい るが、 教

育方法に関する理論的研究の論文は少ない。 日本におい

ても中国の知的障害教育の事情と し て教育課程が紹介 さ

れる に留 ま っ てい る。 

II 研究の目的と方法

本研究は中国の知的障害教育の教育課程において教科

指導 を重視す る も のから 「生活経験」 を重視す る も のに

転換 さ れた背景と その要因 を分析す る。 それを通 し て中

国の知的障害教育の現状と教育方法が抱える課題を明ら

かにす る。 さ ら にそ れら につい て改善策 を探る こ と を目

的とする。

研究方法と し ては、

(1) 中国の国家教育部が1987年、 1994年に制定した知的
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障害教育の教育課程であ る 「教学計画」 試案 と 、

2007年に制定 し た知的障害教育の教育課程であ る

「義務教育課程設置実験方案」 の相違点を比較する。 

(2) 中国の障害のある児童少年の教育政策と知的障害教

育的現状を分析 し、 教育課程が転換さ れた背景と そ

の要因 を明 ら かにす る。

(3) (1 ) と(2) を通して中国の現行の知的障害教育の教育方

法において抱え る課題を明 ら かに し たう え でその改

善策を探る。 

m 障害ある児童少年の就学の推進

1 就学 を向上 さ せる施策

中国政府は1977年文化大革命 (1966 ~ 1977年) を終結

させた。 それまで閉鎖的であっ た建国政策を国際的に開

放する改革を行った。 しかし、 当時中国の教育状況は先

進国と比較すると大幅に遅れていた。 例えば小学校の就

学率約80%、 障害児の就学率 1 %未満であっ た。 その実

態に対 して、 1982年改訂さ れた意法 ( ｫ完法ｻ ) の第二

章 「公民の基本権利 と義務」 の第45条においては 「国と

社会は盲、 、ロ亜と その他の障害あ る国民の労働、 生活

と教育の措置を援助する」 ( 第二章公民的基本 利和叉

秀第45条 “国家和社会 助安排盲、 、 和其他有残疾

的公民的労動、 生活和教育” ) と定めた。 続いて1986年

7 月 1 日に実施さ れた 『中華人民共和国義務教育法』 の

第 9 条において、 地方各 レベルの人民政府が盲 ・ ・ 知

的障害の児童少年のため、 特殊教育学校、 特殊学級を設

置す るこ と、 同法の第11条で、 父母または保護者が就学

年齢の児童少年 を就学 させなけ ればな ら ないこ と も定め

た。 障害ある児童少年の就学問題を国策レベルに取り 上

げた。 しかし同法では障害ある児童少年の就学猶予 ・ 免

除が認めら れている。 上記の意法 と義務教育法に児童少

年の就学問題が明確に定めら れたが、 実態の改善は90年

代以降であ っ た。

1987年中国政府は、 視覚障害、 聴覚言語障害、 肢体不

自由、 知的障害、 精神障害と いう 5 種類の障害のあ る 0 
~ 14歳の児童少年 を対象に全国的にサンプル調査を行っ

た。 こ の調査の結果から類推により当時就学年齢にいる

障害のある児童少年は約817.5万人、 そのう ち 6 ~ 14歳

までの義務教育段階の児童少年が約625万人であっ た。 

内訳は視覚障害が約13万人、 聴覚障害が約81万人、 知的

障害が約428万人、 肢体不自由が約48万人、 精神障害が

約 1 万人と その他の障害が55万人であ っ た2)。 全人口に

占める障害者の割合は4.3% であ っ た。 当時盲 ・ ・ 知

的障害ある児童少年の入学率は約 6 %、 う ち知的障害の

ある児童少年が 1 %未満であっ た。 こ のよ う に中国では

障害児教育学校の設置が緊急な課題と なっ ていた。

こ のよ う な状況 を改善す るため、 中国政府は1988年

「特殊教育の発展について若干の意見」 と 「中国残疾人
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事業五 ケ年工作綱要」、 続いて1990年 「中華人民共和国

残疾人保障法」、 1991年 「中国残疾人事業 “八五” 計画

綱要」 3) と い っ た法律 ・ 通達 を次々と 出 し た。 そ れら の

政策や通達に従って、 1991年国家教育部は 「残疾児童少

年義務教育 “八五” 実施方策」 で、 各地域の経済と教育

の発展状況によ り 、 障害の児童の就学率を80%、 60%、

30% 及び貧困地域には省 ・ 自治区が独自で目標を制定す

る と いう 4 つの指標を示 し た 4)。

1995年中国政府の 「中国残疾人事業 “九五” 計画綱要」

に従 っ て、 国家教育部と 中国障害者連合会5) は前の五

ヶ年計画の成果 を踏まえ て、 「残疾児童少年義務教育

“九五” 実施方策」 を制定 し た。 地域の義務教育の実施

状況によ り2000年までの障害ある児童の入学率の目標を

表 1 のよ う に 5 つのレベルに分け て定めた 6)。 ま た同計

画では人口30万人以上の市、 郡、 または隣接の市 ・ 郡が

共同で特殊教育学校を設置するための補助金を設けた。 

それら の政策によ り 各市省の大都市、 経済発展地域にお

いて障害のあ る児童少年へ教育の学校の設置数が大幅増

加した。 

表 1 2000年まで障害のある児童少年の入学率の目標

段階 年 義務教育年限 入学率 

1 1996年 9年間 90% 
2 1998年 9年間 80% 
3 2000年 9年間 65% 
4 2000年 5 か6年間 60% 
5 2000年 3 か4 年間 50% 

表 2 は1986年から2012年の知的障害ある児童少年の就

学先の状況である 7)。 表 2 を見る と、 知的障害教育の学

校と特殊学級が不足 し ているこ と が分かる。 文部科学省

の 「特別支援教育資料 (平成25年) によれば、 日本では

現在知的障害のある児童生徒を対象と し た特別支援学校

は502校、 特別支援学級は15710学級であり 、 知的障害の

ある児童生徒を受け入れる特別支援学校は706校、 特別

支援学級は28334学級であ る。 国の人口に比例 させて考

え れば、 中国の知的障害の教育施設は日本の10分の 1 に
も達 し ていない と言え る。 こ のこ と から、 中国では随班

就読 を し てい る児童少年 を含めても、 多 く の知的障害の

ある児童少年が適切な環境で学習でき ていないこ と が推

測でき る。

2001年世界保健機構 (WHO) により発表さ れた 「生活

機能 ・ 障害 ・ 健康の国際分類」 ( IcF) は、 1980年の

「国際障害分類」 Ic IDH を継承す るも のであるが、 障害

のみの分類ではな く なり 、 生活機能 と障害の分類と な っ

た。 そこに環境因子と個人因子を分けて考え、 心身機能 ・ 

身体構造、 活動、 参加と い つたこ と で、 その生活 と人生

のすべて ( プラ ス と マイ ナス) を分類 ・ 記載 ・ 評価する

も のにな っ た。

中国政府によ っ て出 さ れた 「中国障害者事業 “十五”

発展綱要」 において、 障害者が 「自尊、 自信、 自銀、 自

立」 す る と い う スロ ーガ ンを掲げた 8)。 そ れに基づい て

教育部の発 した 「 “十五” 期間において特殊教育の改革

を一層前進させるこ と と その発展の意見」 (「美于 “十五”

期班序一 歩推迸特殊教育改革和 展的意見」 ) において

は、 障害ある児童少年の就学の指標を一層高め、 従来の

五段階の達成率が三段階に再編成 さ れた 9 )。
す な わち、

(1) 全国人口の約35% を占めている大中都市と経済発達

地区では視覚、 聴覚、 知的障害の児童少年の就学率

を95%以上達成するこ と、

(2) 全国人口の約50% を占めている農村地区では視覚、

聴覚、 知的障害の児童少年の就学率を85 % 以上達成

する こ と、

(3) 全国人口の約15% を占めている貧困な地区では視覚、

聴覚、 知的障害の児童少年の就学率を60% 以上達成

す るこ と、

表 2 1986年~ 2012年 知的障害のある少年児童の就学先の状況

年 培智学校 特殊学級 随班就読 (人) 年 培智学校 特殊学級 随班就読 (人) 
1986 36 2000 431 239329 
1987 97 2001 375 741 215695 
1988 131 2002 371 680 191863 
1989 179 2003 375 639 178663 
1990 191 2004 369 594 176803 
1991 235 2005 391 625 163398 
1992 273 2006 382 577 157461 
1993 297 2007 380 599 155664 
1994 370 2008 388 604 147698 
1995 446 2009 401 610 144284 
1996 448 2010 396 546 138508 
1997 425 211450 2011 391 435 87145 
1998 473 209021 2012 408 467 100177 
1999 418 236373 
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と い っ た目標を定めた。

こ のよ う に “九五” 、 “十五” の障害あ る児童少年の

教育 を発展 させる計画と実行を通 し て、 現在では障害あ

る児童少年の就学率が90% 以上に到達し た。

上記の国際的な動向と国内の障害のある児童少年の教

育の発展に伴い、 中国では障害者への認識、 特殊教育 ・ 

福祉の理念の転換が見 ら れた。 2006年障害者についての

第二次抽出調査を行った。 この調査は1987年の 5 種類の

障害種から 7 種類に拡大 し、 と く にこ れまで表面化 し て

いなかっ た重複障害 も調査の視野に入れた。 こ の調査に

より2005年末13億人口で推算して各種の障害者が8296万

人と さ れた。 全人口に占める障害者の割合は1987年の

4.3% から6.4% になった。 内訳は視覚障害者1233万人で、

障害者の総人数の14.9 % 、 聴覚障害2004万人で24.2% 、
言語障害127万人で1.5% 、 肢体不自由2412万人で29.1 % 、
知的障害554万人6.7% 、 精神障害614万人7.4 % 、 重複障

害と その他1352万人で16.3% と推定さ れた'°)。 しかし、

軽度発達障害については調査の範田壽 に取り 入れていない。

また同年義務教育法が改訂 さ れ、 第19条では、 郡 (地
方市) 以上の地方人民政府が需要に応 じて、 特殊教育学

校 (学級) を設置し、 視覚障害、 聴覚 ・ 言語障害、 知的

障害の児童少年に義務教育を実施するこ と、 特殊教育学

校 (学級) は障害ある児童少年の学習、 リ ハ ビリ 、 生活

に応 じ た場所 と 設備 を整備す るこ と と定めら れてい る。 

また、 通常学級で就学する可能である障害ある児童少年

を随班就読と いう 形で受け入れ、 それらの児童少年のた

め、 学習の支援、 リ ハ ビリ の提供が求めら れてい る。 す

なわち学校教育において障害種の拡大や重度 ・ 重複の障

害ある児童少年 を受け入れ、 そ し て彼らの障害の軽減、

克服を視野にい れ、 学習、 リ ハ ビリ 、 生活の環境整備に

よ り 彼ら の生活力 を培う こ と と さ れた。 北京や上海な ど

の大都市では 「 0 拒否」 ' ') と いう 就学運動で、 知的障害

学校では知的障害と肢体不自由、 病弱の重複の児童少年

を受け入れるよ う にな っ た。 つまり 培智学校では障害の

重度化、 重複化傾向が見ら れるよ う にな っ た。 

2 随班就読の導入

前述に述べたよ う に1980年代障害ある児童少年の就学

問題を改善するため、 1988年11月中国の第一回全国特殊

教育実践会議 (全国特殊教育工作会議) では、 当時障害

の児童少年の 6 % の就学率を迅速に改善 させる方法が重

要な議題であっ た。 短期間で障害ある児童少年を就学 さ

せるための特殊教育学校や特殊学級の設置、 教員の専門

性の確保が難 し い情況であ っ た。 それに対 し て、 「随班

就読」'2) が提案 さ れた。 また1988年の 「中国障害者事業

五力年方策綱要」、 翌年の 「特殊教育の発展に関する若

干の意見」 においても軽度の障害ある児童少年 を通常学

級に就学 させる こ と の推進が求めら れた。 そ れら を受け
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て1989年から一部の地域が先行的に随班就読を試行 しは

じめた。 数年間の試行により 「随班就読」 は肯定的な評

価が得 ら れた。

随班就読は中国の特殊教育専門家が就学率を高めるた

め、 薦めら れた就学措置であ る。

1993年 2 月にユネス コ本部が中国のハルピ ンで主催し

た会議で 「イ ンク ルージ ョ ン教育」 と いう テーマ を決議

し た。 翌年スペイ ンで出 さ れたサラマ ンカ宣言ですべて

の児童少年を可能な限り 通常学校に入学 させると いう 理

念を掲げてい る。 中国で実施 さ れてい る随班就読はイ ン

クルーシフ教育の発想で取り 入れた就学措置ではないが、

その方向性はイ ンク ルーシフ教育 と共通する点があり 、

その発展の到達点はイ ンク ルーシフ教育で あ る。 そ し て

1994年中国国家教育部が 「障害ある児童少年の随班就読

を展開 させる方策の試行方法」 ( 「美于 展残疾儿童少年

随班就演工作的 i式行力、法」) と いう 通知を出 し、 随班就

読を全国的に展開 させた。

こ のよ う に中国では軽度の障害あ る児童少年 を通常学

級で障害のない児童少年 と共に学習 させる教育措置であ

る随班就読を積極的に取り 入れている。 現在中国では障

害ある児童少年の半数以上が 「随班就読」 の形で就学 し

てい る。 「随班就読」 の実施によ り 培智学校に就学す る

児童少年の重度 ・ 重複の割合が高 く なっ た。 それにより

教育現場ではそれらの児童少年に合 っ た教育課程と内容

の編成が強 く 求めら れた。 

IV 新旧教育課程の比較

中国では1970年代末の改革開放政策以後、 経済の発展

につれて障害者問題の解決は国の発展において重要な事

項であるこ と が認識さ れた。 1980年代末障害者間題の解

決を他の経済発展 と同様に五 ケ年で計画す るよ う にな っ

た。 初回は1988年に出された 「障害者事業五ケ年計画」

であ っ た。 こ のよ う な動き によ り 1980年代半ばから特殊

教育学校の設置が急速に増え、 特に培智学校は年間数十

校が新設 さ れた。

1985年、 義務教育の実施により知的障害教育において

二つ大きな課題があっ た。 その一、 就学率が 1 %未満で

ある と いう 実態から学校や学級の設置が緊急であっ たこ

と 、 その二、 新 しい領域と し て発足 し たが、 教育制度や

体制が未整備のままにさ れたこ と、 例えば教育方法につ

いての研究、 教育課程の制定、 教員養成な どはすべて白

紙の情況であっ た。 当時特殊教育教員 を養成する師範学

校は 1 校しかなかった。 それは1982年中国政府と国連児

童基金会が共同で南京市に設立 し た特殊教育師範学校

(現南京特殊教育職業技術学院) であ っ た。 設立当初は

3 年間の初等師範学校で盲、 、 知的障害の三つの専攻

が置かれ、 1 学年40~ 50人程度の定員であっ た。 一方重

点の総合大学や師範大学は1990年代に入っ てから特殊教



育教員養成の学科を設置 し始めた。 

中国における知的障害教育の教育方法の転換

1 1987年の試行教育課程

急速に増えてき た特殊教育学校において制度的な教育

課程が求めら れた。 特に新 しい領域であっ た知的障害教

育においては教育課程の制定と編成を直面する課題であっ

た。 そ して1987年、 国家教育部は視覚障害、 聴覚障害、

知的障害ある児童少年を対象と した 「全日制 9 年間の教

育計画 (試用案)」 '3) を制定 し た。 表 3 は知的障害 を対

象と した教育課程である。

こ の教育課程において各科目の年間総授業と活動の割

合は、 国語 (言語訓練を含めて) 23.5~ 28.1%、 数学14.7 
~ 16.1%、 労働技能15.5~ 23.5%、 常識 (日本の社会、

歴史、 保健を包摂 し た内容の科目) 3.2~ 9.6%、 音楽、

美術、 体育を合わせて11.8~ 29%であっ た。 それを見る

と国語と数学の割合が40%近く なっている。 障害の克服 ・ 

軽減に関する科目が労働技能、 興味活動 と文体活動とい

う 科目で捉え ら れる。 低学年は音楽、 美工、 体育の割合

が高 く 、 学年につれて労働技能が増え、 特に七、 八、 九

学年 ( 日本の中学校に相当) は労働技能が総授業の35% 
を占めてい る。 それは当時知的障害のある少年 を受け入

れる高等学校がなかった。 少年たちは義務教育が終了後、

す ぐ社会に出るので、 可能な限り 生活自立する力、 働 く

力 を育てるこ と であっ た。 しかし こ の教育課程の制定と

並行 し て教科書の編成は行われなかっ た。 表 2 に示 さ れ

たよう に1987年中国の培智学校数は特殊学級を含めて97 
校 (学級) しかなかっ た。 専門性を持 っ た教員が殆 どい

なかった当時の培智学校や特殊学級では各教科担任 ( 中
国では小学校から教科担任制である) が児童少年の学習

レベルにあわせて通常学級の教科書を用いて、 ゆつく リ

教えてい く という 日本の 「水増し教育」 のよう な方法が

多 かっ たと 推測 さ れる。 

2 1994年の教育課程

1994年中国では国家の所属機関 ・ 企業はすべて週休二

日になっ た。 従っ て学校も週五日制になり 、 授業時間が

削減さ れた。 そのため国家教育部は1987年の教育課程を

調整し た。 表 4 は調整後の知的障害教育の教育課程であ

る'4)。 同年国家教育部が視覚障害、 聴覚障害、 知的障害

を対象と し た特殊教育学校用の教科書を編成し た。

表 4 のよう に調整し た教育課程において各教科目の比

率は国語23.3~ 29.6% 、 数学16.7~ 18.5% 、 労働技能7.4 
~ 26.7%、 日本の社会、 歴史、 保健に相当する常識と い

う 科目3.7~ 10.0%、 音楽、 美術、 体育を合わせて13.3~ 
29.6% と なっ た。 表 3 と表 4 を比較す ると、 国語と 数学

の授業数は減っ たが、 依然と し て40% く らいの高い割合

を示 し ている。 高学年で国語、 低学年で美術の授業時数

が減ら れたが、 基本的に1987年の教育課程をべ一 ス と し

た教科中心の教育課程を踏襲するものであっ たと いえ る。

一方、 随班就読の実施により 、 こ れまで軽度知的障害

の児童少年 を主たる対象 と し てき た培智学校は IQ40~ 
55 という 中度知的障害の児童少年を受け入れるよう になっ

た。 それに対 して教育部は1994年 「中度知的障害ある児

童少年の教育訓練綱要 (試案) 」 ( 中度智力残疾学生教育

i川_、図要 ( i式行) ) と いう 通達を出 し た。 こ の通達の主

な内容は、

生活適応一個人衛生、 衣服 (着替え) 、 食事、 排泄、

睡眠、 安全、 家庭生活、 労働生活、 社会生

表 3 1987年の全日制培智学校 (班) 教学計画 (試用案) 

四 五 ノ、 七 八 九 

常 識 1 1 2 2 3 3 3 3 3 

国語 

閲 読 5 5 5 6 6 6 6 6 6 
語言訓練 2 2 2 1 1 1 
作 文 1 1 1 2 2 2 
写 字 1 1 1 1 1 1 
小 計 8 8 8 9 9 9 8 8 8 

数 学 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
音 楽 

(低学年唱遊) 
3 3 3 3 2 2 1 1 1 

美 工 3 3 3 2 2 2 1 1 1 
体 育 3 3 3 3 2 2 2 2 2 
労 働 技 能 2 2 2 2 4 4 8 8 8 
毎週総課時 25 25 26 26 27 27 28 28 28 

活動 
周班隊会 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
文体活動 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
興趣活動 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

在校活動総量 31 31 32 32 33 33 34 34 34 
集団活動と予備時間 全年四周 
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活と 職業生活と い っ た自立でき るよ う な知

識と技能の訓練

活動訓練一聴覚、 触覚、 味覚、 嗅覚、 身体感覚、 位置

感覚で構成さ れた感知環境、 局部運動、 全

身運動、 音楽 と リ ズム、 美術工作で構成 さ

れた身体活動、

実用国語 言語の聞き、 話す能力、 読む能力、 書 く 能

力、 日常生活用語の知識

実用算数 数前の概念、 数の認識、 100以内のかけ ・

引き算、 日常生活の中の数量知識、

と直接生活に役立つ知識と技能を主と し た教育内容が示

さ れたので あ る '5)。 しかし、 教育現場ではこ の教育訓練

綱要を実施する教育環境を整え ていなかっ たため、 取り

入れた学校は少なかっ た。

筆者の一人 (張) が1996年 s 市の培智学校と 通常学

校の分校を見学した際の情況を紹介する。 筆者が1986年

に設置 さ れた S 市 J 培智学校を 1 週間見学し た。 J 培智

学校の 1 学級は約20人~ 30人 (通常学級は50人前後) で

あっ た。 学校の教員は全員通常学校から転勤 し てき たの

で、 専門教育を受け て転勤し た教員は 1 人もいなかっ た。 

中国では教員が転勤する機会が少な く 、 - つの学校で新

任から退職まで継続す るこ と も珍 し く ない。 こ の学校の

教員 たちは日々の実践の経験 と 職務研修な どの積み重ね

で、 専門性を身につけ てい く と いう 説明 を受け た。

学校は教科担任制で、 各教科担任がすべて障害ある児

童少年の指導にかかわっ てい ると いう メ リ ッ ト があるが、

当時授業は教員 1 人で担当 し、 教員の指示に応 じて、 児

童たちが動 く と いう 様子であっ た。 また学級の児童数が

多かっ たこ と、 教員の特殊教育に関する知識が不充分で

あ るこ と によ り 授業内容は教科書を中心に し て行われた

も のであ っ た。 こ のよ う な情況から教員は児童が持 っ て

い る力 を十分に発揮 させるこ と や細かな指導に至るこ と

ができ たとは言えない。 言い換え れば一人一人の児童に

あ っ た教育 を行 っ た と も いえ ない。 

表 5 蘇州市 J 培智学校1996年 1 年生の周時間割

時限 月 火 水 木 金 

1 数 学 数 学 数 学 数 学 数 学 

2 体 育 労 働 体 育 国 語 労 働 

3 国 語 国 語 国 語 常 識 国 語 

4 自 習 自 習 自 習 自 習 自 習 
給食 ・ 昼休み

5 美 術 美 術 機能訓練 言語訓練 趣 味 

6 言語訓練 音 楽 学 級 会 音 楽 活 動 

表 5 は当時の蘇州市 J培智学校の 1 年生の週時間割で

あ る。 こ の時間割によ り 国語と数学が重視 さ れたこ と は

明らかである。 授業用の教材は知的障害を対象と し た教

科書であ っ た。 また機能訓練や言語訓練は一人一人の障

害に応 じ た学習活動であ っ た。 「自習」 は積み木な どの

遊び、 「趣味」 は教員が学年や児童の知的 レベルによ り

用意し た複数の活動を児童らが選択 し て参加するこ と に

な っ てい た。 「労働」 は自立生活で き る よ う ハ ンカ チや

靴下な ど簡単な衣類の洗濯、 掃除な どの学習内容であっ

た (都市 にあ る学校なので、 畑 な どの農作業がで き る ス

ペースはなかっ た) 。 生活指導は主に授業時間外で行わ

れるこ と が多かっ た。 こ の教育課程は 「中度知的障害あ

る児童少年の教育訓練綱要 (試案) の内容に従えたもの

ではなかっ た し、 当時教員 らは 「中度知的障害ある児童

表 4 1994年の調整後 9 年義務教育全日制培智学校 (班) 課程 

四 五 ノ、 七 八 九 

常 識 1 1 2 2 3 3 3 3 3 

国語 

閲 読 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
語言訓練 2 2 2 1 1 1 
作 文 1 1 1 2 2 2 
写 字 1 1 1 1 1 1 
小 計 8 8 8 8 8 8 7 7 7 

数 学 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
音 楽 

(低学年唱遊) 
3 3 3 3 2 2 1 1 1 

美 工 2 2 2 2 2 2 1 1 1 
体 育 3 3 3 3 2 2 2 2 2 
労 働 技 能 2 2 2 2 4 4 8 8 8 
毎週総課時 24 24 25 25 26 26 27 27 27 

活動 

班団隊活動 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
文体活動 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
興趣活動 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

周活動課時 3 3 3 3 3 3 3 
周活動総量 27 27 28 28 29 29 30 30 30 
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少年の教育訓練綱要 (試案) 」 について知 つていなかっ

たよ う であ る。 

3 2007年の教育課程

21世紀に入り 、 「随班就読」 の推進に伴い、 知的障害

ある児童少年の就学率が大幅に改善 さ れた。 一方培智学

校では児童少年の障害の程度が重度 ・ 重複化 し た。 周知

のよう に中国は2014年まで 「一人子政策」 を採っていた。 

障害 をも つ子 ども の家庭な ら二人目 を産むこ と ができ る

と いう 特別な措置はあるが、 少子化と いう 実態は変わら

ない。 少子化によ り 家庭の過保護で児童少年の生活自立

する力 を育てないと いう 家庭教育の崩壊が教育領域に大

き な課題を も た ら し てい る。 そ れは特殊教育領域におい

て も例外ではなかっ た。

このよう な社会の現象に対 して、 2001年教育部副部長

王湛が第三回全国特殊教育事業会議で、 特殊教育学校の

教育課程の改革について、 全体的に子 どもの素質 を高め

て、 児童少年の心身の健康と徳育、 体育、 美育へ力 を入

れてい く ため、 国の実情を考慮 し た上で、 外国の先進的

な経験を取り 入れるこ と を示 し た'6)。 そ れによ れば従来

の教科書を中心と し た教育課程を心の教育、 生活と結び

つけ る教育へ、 現実の生活に活用でき る学習へ転換すべ

きこ と と示 した。 また教育部基礎教育司の 「 “十五” 特

殊教育科研課題のガイ ドの通知」 (「 “十五” 特殊教育科

研 i果題指南」 ) では、 軽度 ・ 中度視覚障害、 聴覚障害、

知的障害の児童少年への教育課程の改革と教材研究、 中 ・ 

重度の知的障害ある児童少年への教育方法の改革を重要

な研究課題と し て取り 上げた'7)。

そ して2001年秋、 国家教育部が全国で38地域を指定し

て教育課程改革の試行 を行い、 それらの実践を踏まえ て

2005年までに新 しい教育課程の試案を打ち出すこ と を指

示 した。 表 6 はある培智学校の2001年から試行 し た教育

課程であ る。 それによ り 従来の国語 ・ 数学 (中国では日

本のよ う に小学校は算数、 中学校以降は数学という 科目

名を分けて使う のではな く 、 小学校も数学と いう 教科名

を用い る) の前に 「生活」 や 「実用」 という 言葉が付加

さ れた。 すなわち日常生活の中でよ く 使われる国語 ・ 数

学の学習と 解説す るこ と ができ る。 それは日本の知的障

害教育の教育課程を制度化 した時にも同様な経由があっ

た。 日本では1960年代初回学習指導要領を制定する際、

知的障害のある子ども を対象と する教科学習は、 日常生

活に役立つこ と が強調 さ れた。 当時学習指導要領作成協

力者会議の委員であった杉田裕は、 知的障害教育の教科

は 「教科と いう 表現はと っ てい る ものの、 こ の教科はす

でに一般の概念と 離れ、 精薄児の社会的自立に必要な諸

経験をい く つの区分にわけ て整理 し よ う とする もの」 で

あると教科内容の実用性を示 した'8)。 またこ の教育課程

に 「生活」 と いう 科目が新設さ れた。 その生活は個人衛

生、 服装、 食事、 排泄、 睡眠、 安全、 家庭生活、 社会生

活、 職業生活と い っ た日常生活にかかわる内容であ る'9)。 

それも日本の学習指導要領に定めら れた 「生活科」 と類

似す る内容である と いえ る。 つまり 知的障害の児童少年

の教育活動は身辺自立する力から生活自立する力へ成長

させてい く と いう 目標は異な る国で も共通す るこ と が分

かる。

また従来の音楽 ・ 図画 (美術) を芸術という 科日で総

括 し た。 体育がな く なり、 それに対応するものは 「興味 ・ 

活動」 と 「活動」 であっ た。 重度の知的障害のある児童

少年を対象と し た教育課程は感覚訓練、 生活自立への訓

練 ・ 体育、 社会に適応する学習、 遊び、 実用国語、 実用

数学と健康と い っ た科目で構成 さ れた2°)。 

表 6 試行 した新教育課程の周時間割

時限 月 火 水 木 金 

1 実用数学 実用数学 実用数学 実用数学 実用数学 

2 実用国語 芸 術 実用国語 芸 術 実用国語 

3 芸 術 芸 術 芸 術 生 活 感 知 

4 自 習 自 習 生 活 芸 術 生 活 

昼食 ・ 昼休み

5 感 知 趣味・ 活動 感 知 趣味・ 活動 言語訓練 

6 言語訓練 活 動 言語訓練 活 動 

表 6 2') によ れば、 知的障害教育の学習内容は生活に

必要と し、 直接生活自立する力 を育てるこ と を日的と し

たものであると いえ る。 こ の教育課程は国家教育部の教

育課程改革の意図に従 っ て制定 さ れ、 実践が行われたも

のである。 そ れによ っ て中国の知的障害教育においては

生活 ・ 経験を重視する方向に転換 し たと言え る。 

表 7 試行 した新教育課程の周時間割

時限 月 火 水 木 金
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体操 と ホ ー ムル ー ム

ー 国 語 国 語 国 語 国 語 国 語 

2 数 学 数 学 数 学 数 学 数 学 

3 労働技能 美 術 労働技能 一・ ・白く 
日 本 労働技能 

昼 食 ・ 昼 休 み

4 常 識 体 育 労働技能 健康 言語訓練 

5 訓 練 訓 練 訓 練 訓 練 訓 練 

6 訓 練 訓 練 訓 練 訓 練 訓 練 

また表 7 は前述の筆者 (張) が1996年見学した J学校

の2003~ 2004年の 1 学年の教育課程であっ た。 表 5 の
1996年の教育課程と比較すると、 数学 ・ 国語の授業数は

変わら ず、 美術、 体育、 音楽がそれぞれ 1 時間減っ て、

障害を克服 ・ 軽減するための訓練が大幅に増え たこ と が

分かる。 筆者 (張) は2003年秋電話でこの教育課程につ

いて J培智学校の教員にイ ンタ ビューをした。 イ ンタ ビュー

によ ると教育課程に同 じ数学 ・ 国語と いう 教科名を使つ

中国における知的障害教育の教育方法の転換



河 相 善 雄 張 穎 植

てい るが、 学習内容は従来の知識を主と し た も のではな

く 、 生活に関する内容に変え、 また教材も従来の教科書

を主と し たも のではな く 、 感覚で体験でき る実物や画像

を取り 入れてい ると いう 変化が分かっ た。 つまり 同 じ教

科名で も学習内容は生活と 関わる数や言葉に重点 を置 く

こ と であっ た。 さ らにこ の学校は2008年から重度の知的

障害ある児童少年に対 し て、 生活経験を中心とする教育

を実践に取り 入れた。 また全校の児童少年に個別化教育

計画 ( 日本の個別の支援教育計画に相当するものである) 
を制定 し、 実践に取り 込んでいる。 こ のよう に教育現場

では2000年以降、 従来の知的学習を中心と し た数学 ・ 国

語から生活に直結する数学 ・ 国語の学習内容に転換 さ れ

てい る と いえ る。

上述したこ と から、 2005年以降各地の培智学校では児

童少年が身辺自立する力 を育てるこ と に注目 し、 生活経

験を中心と した教育課程で実践に取り 組み、 生活経験学

習 を大き な柱と した教育実践を試みていた と言え る。 そ

れらの実践を踏まえ て2007年教育部は視覚障害、 聴覚障

害、 知的障害教育の新 しい教育課程を発表し た。 視覚障

害、 聴覚障害は日本と同様に通常学校の教育課程に準 じ、

障害の克服や軽減のための科目を加え た。 現在培智学校

は生活経験を中心と し た教育課程を全国的に展開 し てい

る o

表 8 は2007年に改訂 さ れた教育課程である22)。 こ の教

育課程では従来の教科名の前に 「生活」 と いう 言葉を付

け加えた。 各科目の分配は生活語文10~ 15% 、 生活数学

6 ~ 15%、 生活適応3 ~ 11%、 労働技能3 ~ 9 %、 唱遊

と手工 6 ~ 12%、 運動と保健10~ 13% を必修科目と し、

選択科目である情報技術、 リ ハ ビリ訓練、 第二言語、 芸

術 リ ク レーシ ョ ン、 校本課程20-30% と な っ てい る。

「校本課程」 は各学校がそれぞれの地域の実情に合わ

せ、 社会環境や経済文化の特徴に基づいて、 児童少年の

生活に必要な内容を学校独自で設定す る科目であ る。 ま

た教育課程に 「生活適応」 を必修科目と し て新設し た。 

こ の 「生活適応」 は身辺自立の確立を目的 とするので、

学年が上がるにつれて授業時間数が減ら さ れてい く ので

あ る o

「第二言語」23) は漢民族以外の少数民族の学校には標

準語 (北京語) を第二言語と し て位置づけ るこ と と さ れ

た。 漢民族は外国語を第二言語と し ている。 それまで第

二言語は中学校から開始 さ れていたが、 2000年以降、 小

学校から第二言語を取り 入れた。 現在は大都会や経済発

展地域の多 く の小学校は 3 年生から、 環境が整っ た小学

校は 1 年生から第二言語を学習 し は じ める。 1987年 と

1994年の 「教学計画」 には第二言語の科目がなかっ たの

は、 当時小学校に第二言語の学習が求めら れていなかっ

たこ と 、 少数民族地域に特殊教育学校が非常に少なかっ

たこ と であ る と考え ら れる。

新教育課程に基づき、 「生活」、 「生活 (実用) 数学」、

「生活 (実用) 国語」 と い っ た教科書が各地で出版 さ れ

た。 「実用」 と は日常生活で活用でき る知識や技能と い

う こ と である。 筆者らは上海教育出版社が出版し た中度

知的障害のある児童少年を対象と した 「生活国語」、 「生

活数学」 と 「生活」 の教科書を購入 し た。 教科書は各学

期 1 冊、 1 学年 2 冊で、 義務教育期間中全部で18冊と なっ

ている。 教科書の内容は身辺自立でき るよ う になるこ と

の学習 を中心と し たものである。 例えば小学校 1 年生の

「生活」 の教科書は、 ごは ん、 衣服、 お茶 と い っ た日常

生活に関す る最 も基本的な知識、 「生活国語」 は、 お母

さ ん、 お父 さ ん、 お爺 さ ん、 お婆 さ んの呼 び方、 も のの

名前な ど、 「生活数学」 は、 数の前段階の概念であり 、

生活の中の具体的なものによ り 「ある」 「ない」 「少ない」

「多 い」 の識別 と い っ た内容であ る。 教科書には絵や画

像が多 く 採用 さ れ、 視覚から の認識を強化 し てい る。

上記の三つの教育課程を比較すると、 1987年と1994年

の教育課程と も に教科科日 を中心と し たものであっ た。 

1994年、 週 5 日制になり 、 授業時間数は1987年の教育課

程の各教科目の時間数に比例し て調整さ れたが、 労働技

能の授業時間数だけは削減さ れなかっ た。 そこ には知的

障害のある児童少年によ り多 く の具体的な体験 を させ、

生活経験を重視 し よ う と する と いう 意図があっ たと言え

る。 一方、 2007年の教育課程では、 国語 ・ 算数の前に

「生活」 と いう 言葉を付 し た。 また 「生活適応」 が必修

科目と し て新設 さ れたこ と によ り 、 生活経験が重視 さ れ

るよ う にな っ たと いえ る。 それは児童少年の障害の重度

化 ・ 重複化 と いう 客観的な要素はあ るが、 障害あ る児童

少年の身辺自立する力 を育てるこ とや学校教育の内容を

生活と 結びつけ、 生き た学習 を追求 し よ う と いう 教育観

に変化 し たこ と も否定でき ない。 

IV
1
 

教育方法の転換

知識の伝達から生活経験へ

表 8 2007年の培智学校の教育課程

科目 一般性 i果程 探性i果程 

生活 i吾言 生活数学 生活這 旁云 技能 唱游与律云力 会画与手工 云力和保健 信息技木 第二i吾言 校本解 呈 

低年級 3 ~ 4 2 3 ~ 4 1 3 ~ 4 3 ~ 4 3 ~ 4 6 ~ 9 
中年 3 ~ 4 2 ~ 3 2 ~ 3 2 3 ~ 4 3 ~ 4 3 ~ 4 6 ~ 9 
高年 4 ~ 5 4 ~ 5 1 3 ~ 4 2 2 2 ~ 3 6 ~ 1 0 
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中国では 「一人子政策」 や 「受験競争」 により 学校と

家庭が知識の学習を重視する一方、 身辺自立する力 を育

て るこ と を軽視 し て し ま う と い う 傾向があ っ た。 そのた

め児童少年の生活能力が著 し く 低下し た。 こ のよう な現

象に対 して1980年代半ば中国政府は学校教育において健

全な人格を育てるために 「素質教育」 を重要な項目と し

て掲げた。 それは児童少年の 「道徳、 知育、 体育、 美育」

を連動 させて成長 させてい く 教育方針である。 また、 改

革開放の政策により 国際学術交流を通して、 国際的な動

向や外国の実践経験に学び、 生活経験学習を学校教育に

おいて重視すべき と新たに認識 さ れた。 それは知的障害

教育においても同様である。 例えば、 筆者たちが2008年

見学 し た培智学校ではほと んどモ ンテ ッ ソ ー リ の感覚教

育を指導に取り 入れている。

2002年謝明は 「培智学校の教育目標と教育課程の設置

の構想に関して」 ( 「美于培智学校目示和課程没置的枸想」) 
で教育方法について、 以下のこ と を定めるよ う 求めた24)。 

①従来の、 障害の程度や精神年齢を配慮せず教科学習を

中心と し た教育方法を改革し、 児童少年の障害の情況、

持 っ てい る能力 によ っ て、 教育内容を設定す る、 ②児童

少年の障害への軽減を目当 てに し て、 教科学習 を中心と

し た教育方法から生活経験を通し て生活自立する力、 社

会に適応す る力 を育て る、 ③児童少年の障害と その程度

や状態に応 じて、 学年、 学期毎の教育目標を設定 し、 長

期的な観点で卒業時に達成でき る目標を設定 し て、 それ

を目指 し て教育計画を立てる、 ④知的障害のある児童少

年の個人差が大きいため、 培智学校では個別教育を中心

に し て、 児童少年が持っ ている能力 を伸ばし ていき、 教

育効果を高めてい く 。 また教育課程については、 ①生活

と結びつく 教科学習、 ②社会と結びつく 実践 : 自分の身

回り の整理、 礼儀正 し く す るこ と 、 買い物な どの学習 を

する、 ③働く 能力 : 例えば簡単な機械の操作する技能を

持つ、 ④運動 と訓練、 音楽と ダンス、 美術な どを通 し て

障害の軽減と 克服を目指す教育活動 を求めてい る。

こ れによ っ て知育は従来の知識レベルの尺度のも ので

はな く 、 児童少年がいかに生活に活用でき る知識を習得

す るかに重心 をお く よ う にな っ た。 表 8 のよ う に従来の

教科の単一性を総合性に転換 し、 教科書を主と し た教材

から生活内容を取り 入れる多様な教材へと求めら れてい

る。 また 7 ~ 9 学年は調理や縫製や手工な どの技能科目

を教育課程に主な科目と し て位置づけ ら れた。 こ のよ う

に教育現場では着替え、 遊び、 掃除学習、 草抜き学習、

買い物学習、 調理学習、 手芸な ど生活 ・ 職業にかかわる

教育活動で実践を行 っ ている。 

2 指導方法の転換

1989年中国の 「特殊教育学校暫行規程」 においては 1 
学級の定員は定めら れていなかっ た。 1994年の 「中度知
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的障害児童少年教育訓練綱要」 では 1 学級 8 人と定めら

れたが、 筆者の1996年の調査で 1 学級20人前後、 1 人担

任で授業は通常学級と同 じよう に一斉指導で行われてい

た。 個別指導を必要とす る児童少年には昼休み、 放課後

な どの授業外時間を利用 し て指導を行っていた。 しかし、

教員の不足、 時間の制約で十分な対応はでき なかっ たこ

と も し ばし ばであ っ た。 一方2008年、 筆者らが中国の

SH 市、 N 市の培智学校を見学 し た際、 低学年や重度の

障害の児童少年は 1 学級 8 人以下であった。 7 ~ 9 学年

の高学年や軽度の児童少年の学級は20人前後が多かっ た。 

すなわち学級の人数は障害程度と学年に応 じ て編成す る

よ う にな っ た と言え る。

また2008年には指導形態も従来の 1 人担当の授業を改

革 し、 テ イ ー ムテ イ ーチ ン グを導入 し た。 授業の進行 を

担当する教員 と児童少年をサポート する教員の協同で授

業 を進めていた。 また児童少年が学習内容を理解 しやす

いよ う 授業内容を物語に編集 し、 イ メ ージしやすいよ う

映像化 し、 そ し て実物の教材や教員の手作り の教材を用

いて授業 を し ていた。 授業中にも個々の児童少年の理解

についての配慮や啓発的な質問な どを工夫 し ていたこ と

が見ら れた。 さ ら に重度の児童少年は補助員がついてい

るケ ース も増え てい た。 ただ、 こ の補助員は学校の要請

ではあ るが、 その費用は家庭の負担であ る。 そのため補

助員は親であ っ たり 、 親に雇用 さ れた人であっ たり す る。 

も ち ろ ん専門性の有無は問われない。

こ のよう に従来の教科書を中心と し た一斉授業を改革

し、 複数担任により 一斉授業においても児童少年の一人

一人のニ ーズに応 じ て配慮す る よ う にな っ た。 培智学校

では児童少年への個別教育計画が求めら れ、 個に応 じた

指導が多 く の学校で試行 さ れている。 同一の授業で も児

童少年の状況、 学習レベルによ っ て、 質間から練習、 評

価まで柔軟に行っ てい る。

しかし、 授業では教員の指示に従う という 受け身の指

導が強 く 感 じ ら れた。 授業の内容が児童少年の興味 ・ 関

心のあ る も のと いう よ り はむ し ろ教授の視点で選択 し た

も のが多 かっ た と見 ら れた。 ま た映像に頼り す ぎ、 机 と

黒板 (画面) で勉強させる印象も あっ た。 実際に児童少

年に体験 させる場面が少ない と い っ た点から教員中心の

授業から十分に改善でき ていない と いう 課題が残 さ れて

い る。 

V 教育課程改革の背景

1 子ど もの生活能力の退行

( 1 ) 受験競争 (知的障害教育への理解の欠乏)
1977年、 中国政府は1966年に始まった文化大革命を終

結させた。 文化大革命の時期には学科試験により 選抜す

ると いう 大学入試の方法は停止 さ れ、 高校卒業後の労働

経験が義務化され、 直接大学進学するこ とはできなく なっ
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ていた。 文化大革命の終結によ り 、 こ れら の措置が解除

さ れた。 一方当時大学進学率は 5 %未満なので、 競争は

非常に激 しかっ た。 その中でエ リ ー ト小 ・ 中 ・ 高等学校

が次々と誕生し た。 児童少年は小学校から高校まで学業

成績さえ良け れば、 家庭、 学校、 社会から評価 さ れる。 

一方、 児童少年の学習成績が担当す る教員の評価と も な

り 、 児童少年の進学状況は学校の評価に直結す る と いう

実態と なった。 いい高等学校、 大学に進学しよう という

願いは本人、 親、 教員 と 異な る立場であ るが、 目標は一 

致する。 所言育身辺自立は他人が代行でき るが、 勉強だけ

は本人自身で し ないと でき ないと いう 考えであっ た。

このよう な社会の風潮の中、 発足 した知的障害児教育

は専門性 を も っ た教員がき わめて少なかっ た。 当時培智

学校も児童少年の習得状況が教員の評価につながるため、

当然知的学習が優先 さ れた。 それらは教科学習に偏る傾

向にな っ た大き な要因であ ると 言え る。 また随班就読の

進展によ り 培智学校に在籍する児童少年の障害が重度化

傾向 をみせ、 それら の児童少年が教科で得た経験や知識

を日常生活に応用でき ないこ と、 期待 さ れた教科学習が

習得できないこ と が目立っ た。 こ のよう な現状 を改善す

るため、 2001年中国の教育部副部長王湛は第三回全国特

殊教育事業会議で、 特殊教育学校の教育課程の改革を提

言 し、 全体的に児童少年の素質 を高め、 子 どもの心身健

康と 徳育、 体育、 美育に力 を入れてい く ため、 国の実情

を考慮 したう えで、 外国の先進的な経験を取り 入れるこ

と を主張 し た25)。 こ こ でいう 「美育」 と は児童少年の感

性を豊かにす る資質 を育て ると いう こ と である。

( 2 ) 「素質教育」

1979年、 人口抑制策と して中国では 「一人子政策」 が

厳 し く 開始 さ れた。 また1980年に入り 、 閉鎖的な外交政

策を改革 し、 改革開放の政策を採用 し、 それにより 経済

は急速発展 し、 地域の経済格差 を残 しつつも国民の生活

は大幅改善された。 少子化により 子どもは家族の 「王様 ・ 

お姫様」 になり 、 過保護に養育 さ れてい る。 そのため身

辺自立ができ ない自己中心的な子 ども が急速に増え た。 

例えば、 小学校 1 年生の子 ども が服の着替え、 靴や靴下

を履 く こ とすらできない現象、 登下校の時、 付き添う 大

人が子 ども のス ク ー ルカバ ンを持 っ て校門まで送迎す る

現象が稀ではな く な っ た。 こ のよ う な現象は障害のあ る

児童少年で も例外ではない。 こ のよ う な過保護によ り 他

者から し ても ら う こ と が当たり 前で身辺自立ができ ない

と いう 実態へつながっ たと 考え ら れる。

上記のよう な学校教育、 家庭教育の実態に対 して1985 
年、 国務院が 「教育体制改革的決定について」 という 通

達の中で、 教育体制改革の根本的な目標は民族素質を高

め、 沢山の人材を培い、 よい人材を育ててい く と 「素質

教育」 を掲げた26)。 その後教育に関す る国の政策におい

ては 「素質教育」 という 項目は欠かせない。 1993年 2 月
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13 日付、 国務院 「中国教育改革と発展綱要」 ( 「中国教育

改革和 展 国要」 ) では、 小中学校が受験教育 ( “升学

竟争” ) から全面的 に国民の素質 を高めるため、 総ての

児童少年の思想道徳、 文化科学、 労働技能と、 身体心理

の素質 を高めるよう に児童少年を生き生き と活発に成長

させてい く こ と を学校教育に求めた27)。
また1999年 6 月中国共産党中央委員会 ・ 国務院の 「教

育改革を深め、 全面的に 『素質教育』 を推進する決定に

ついて」 と い う 通達では、 「素質教育」 について次のよ

う に掲げら れた28)。
第 2 項 : 道徳、 知育、 体育、 美育を有機的に統一 し

て、 各領域で教育活動を行う 。 また知育だ

けではな く 、 徳育をより 重視すべきであり、

さ らに体育、 美育、 労働技術教育と社会実

践な どを相互関連 させて協調的に発展 させ

るこ と ;
第 7 項 : 教育と生産労働を結びつけ るこ と ;
第 14 項 : 教育課程において、 体系、 構成、 内容を改

革し調整し、 新 しい基礎教育課程の体系 を

つ く り 、 国家、 地方、 学校課程と い っ た特

色ある教育課程を試行するこ と

こ のよ う に総ての児童少年およ び大学生の素質 を高める

よ う 求めら れてい る。

「素質教育」 は特殊教育の政策においても同様に重視

さ れている。 例えば国家教育部の 「全国特殊教育 “十一 

五” の発展計画」 においては 「『素質教育』 を推進し、

特殊教育の質を高める」 という 項目を設け、 「素質教育」

が強調 さ れた。 学校教育において単に知育 を重視す るの

ではな く 、 徳育、 体育、 美育、 労働技能及び社会実習な

ど各方面の教育を相互浸透させ、 協調して、 児童少年の

健全な人格形成を育てる こ と がみんな同 じである。 また

教育課程の総合性と実践性、 実践を重視する授業を日指

し、 児童少年の実際の操作能力 を養う こ と が求めら れた。

( 3 ) 児童少年の障害の重度化 ・ 重複化

前述し たよう に1986年に義務教育法を施行 し たが、 視

覚、 聴覚、 知的障害の就学率が 6 %未満であっ た。 障害

のある児童少年の就学率を高めてい く ため、 1988年11月

第一 回全国特殊教育実践会議 ( 全国特殊教育工作会議) 
で 「随班就読」 が提案 さ れた。 その後複数の省で試験的

に取り 入れ、 一定の評価を得た。 1994年中国の国家教育

委員会 (現 ・ 国家教育部) は 「障害ある児童少年の随班

就読の展開を働きかけ る試行方法」 を出し た。 1995年、

随班就読を特殊教育の主な教育形態と し て取り 入れ、 全

国的に展開するこ と にな っ た。 軽度の知的障害のある児

童少年 を可能な限り 通常学級に在籍 させ、 各教科担任の

援助を受け させる方策をと っ た。 この方策により多 く の

軽度の知的障害の児童少年が通常学級に就学するこ と に

な っ た。 結果的に培智学校の児童少年の障害の程度が重
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度化になった。 1996年筆者が調査 した時、 在校児童少年

は全員自力で通学し、 学校に介助員はいなかった。 2000 
年以降、 北京、 上海な どの大都市の培智学校の教員 を中

心に し てすべての障害児 を学校に受け入れるという 「 0 
拒否」 の就学運動を行った。 その結果培智学校では重度 ・ 

重複の障害のある児童少年が増え続け てい る。 2008年、

筆者らが SH 市、 N 市の培智学校を見学し た際、 低学年

ほど重度の児童が多かった。 培智学校では介助員の導入、

ボラ ンティ ア受入れに関す る明確な制度はないが、 重度 ・ 

重複の障害のある児童少年に対 し て、 保護者や保護者の

代行で介助員やボラ ンテ ィ アが現場で支援 し てい る実態

がある。 こ のよ う に児童少年の障害の重度 ・ 重複化に伴

い、 い つそう 身辺自立する力 を育てるため、 児童少年に

様々な経験 を させる教育課程が求めら れる。 

2 障害者の自尊 ・ 自信 ・ 自強 ・ 自立 (障害者に関する

政策 ・ 権利、 社会の地位、 障害児の就学保障)
「特殊教育学校暫行規定」 の第五条において特殊教育

学校の日標は自尊、 自信、 自強、 自立の精神 を持つこ と、

自己保護の意識を持つこ と、 社会に適応する基本の能力

を育てるこ とが示 さ れている。 そ し て日常生活する能力、

労働、 生産の知識と技能 を身につけ さ せる29) こ と が学

校教育において主な目標と なっ た。 2001年 4 月、 中国の

国務院は 「中国障害者事業 “九五” 計画綱要」 の実施成

果をふまえ、 新 しい 「中国障害者事業 “十一五” 計画綱

要」 (「残疾人事 “十一五” i十:Ill 网要」) において障害

者の素質 を高め、 社会生活への平等参加と 職業教育を強

く 求めた3°)。
それら を受け て、 教育部 をは じめ、 九つの部が 「 “十

一五” 期間に一層特殊教育の改革と発展を推進する意見」

( 「美于 “十一五” 期同迸一 推迸特殊教育改革和 展的

意見」 ) と いう 意見書を出 し た。 この意見書で も、 障害

あ る児童少年の素質 を全面的に高めるため、 児童少年に

自尊、 自信、 自強、 自立の意識を持たせるこ と、 社会的

に適応でき る生活能力 を培う こ と を主な目標と し て掲げ

た。 また学校教育における 「素質教育」 と職業教育の重

要性が示 さ れた。 児童少年の障害 と その程度に応 じて、

労働技能と 職業教育を強めるこ と と、 教科知識と職業技

能を結合 し た教育を推進し、 個別教育を展開させ、 教育

の質 を高めてい く こ と が求めら れてい る3')。 こ のよ う に

国の政策においては障害のある児童少年の社会への自立

が特殊教育学校の主な目標と さ れ、 「素質教育」 と 職業

教育を学校教育において重要な教育内容と示されている。 

それらの政策に応 じて生活経験を重視する教育課程の必

要性が求めら れてい る。 

Ⅶ

1
 

考察

教育課程の転換における背景の要因
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中国の知的障害教育の教育課程の転換におけ る背景は、

社会的な要因 と教育保障の立場によ る必然の結果と考え

ら れる。

( 1 ) 社会的な要因 と して、 ①受験戦争に対抗するため

に知識の詰め込みを学校教育の最優先とせざるを得なかっ

たが、 知的障害の児童少年の教育にも適用せざるを得ず、

知的障害の児童少年は生き た知識を習得するこ と ができ

ず、 従っ て身辺自立す る力や社会に適応す る力 も育たな

かっ た。 ② 「一人子政策」 により 極端に少子化になった。 

家庭では児童少年を過剰に甘やかし、 従来の家庭教育が

崩壊 し た状況が出現 し た。 そのため児童少年の他人への

思いやり の気持ちや身辺自立の能力 を育て ら れない実態

が著 し く なっ た。 その結果、 学校教育は本来的には家庭

教育に含ま れる機能まで担わなけ ればな ら な く な っ た。 

③改革開放により 国際的な交流が重視 さ れるよう になり 、

培智学校も外国の専門家の訪問を積極的に受け入れると

同時に、 所属教員 を外国へ派遣 し て、 交流を重ねるこ と

により 外国の特殊教育の理論や実践経験を学び、 自らの

教育実践に取り 入れるこ と にな っ た。

( 2 ) 教育保障の立場から①義務教育の実施により 、 多

く の障害ある児童少年の就学問題を解決す るため、 随班

就読 を取り 入れた。 それに伴い、 培智学校の児童少年の

障害が重度 ・ 重複化になり 、 知的伝達の教育方法では児

童少年に適切な方法ではないこ と が認識さ れ、 児童少年

の教育 を保障す るために、 彼 ら に生活経験学習 を させる

教育方法が求めら れるこ と にな っ た。

②中国の障害者政策に掲げた障害者の 「自尊 ・ 自信 ・ 

自強 ・ 自立」 と いう スロ ーガンに基づいて、 知的障害の

児童少年が持 っ てい る力 を十分に発揮 させるため、 児童

少年の経験学習が大切であると さ れる。

上記のよう な要因により2007年従来の知的伝達を中心

と し た教育方法から生活経験を重視 し た教育方法に転換

さ れ、 学校 と 地域を連携 させ、 地域に根 ざ し た教育課程

が追求 さ れるこ と と な っ た。 また教科書を中心と し た授

業形態から実物や映像な どのイ メ ージでき る授業形態に

改革さ れた。 また従来の教員一人で授業を担当する体制

から、 テ イ ー ムテ イ ーチ ン グを採用 し よ り 手厚 く 指導 ・ 

支援をするよう になっ た。 つまり児童少年の教育を受け

る機会の保障から一歩進め、 教育の質の保障を追求す る

よ う に展開 し たのであ る。 

2 知的障害教育における課題

培智学校では児童少年への個別化教育計画を実施して

いる学校が多 く あるが、 依然と し て教員が主導する指導

方法であるため、 児童少年が自主的、 能動的に学習に参

加する意欲が重視 さ れない と いう 問題がある。 また生活

経験を重視しよう と しているが、 児童少年が直接体験す

る機会と 場が保障 さ れないため、 現実と かけ離れた生活
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経験の学習にな る危険性があ る。 さ ら に ボラ ンテ ィ アに

よ り児童少年の学習支援がさ れてい るが、 特殊教育の専

門知識を持たないため、 教員の意図と共通し た学習支援

がで き るか どう かの問題も あ る。

また軽度知的障害のある児童少年は 「随班就読」 によ

り 通常学級で学習 し てい るが、 制度 ・ 政策上ではそれら

の児童少年への明確な支援策や支援方法を定めていない。 

そ れら の児童少年への支援は主に教科担任やク ラ ス メ ー

ト によ っ て行われてい る。 しか し、 「随班就読」 を受け

持つ教員のう ち、 特殊教育の専門知識に関する長期、 短

期の研修な ど を受け た教師は37.8% し かない32)。 こ れら

のこ と から、 随班就読の児童少年は通常学級で適切な教

育的な支援を受けているかどう かと いう 問題がある。 ま

た、 知的障害の児童少年にと っ ては生活経験とい っ た体

験学習は非常に重要であるが、 通常学級に 「随班就読」

の児童少年はこ の種の学習す る機会がき わめて少ないた

め、 通常学級で勉強 し たこ と を実際に応用でき るかどう

かの問題 も あ る。- 方、 培智学校では2007年教育課程が生活経験を重視

し た教育方法に転換 さ れ、 生活す る能力 を育て るこ と を

知的障害教育の主な教育内容と し て取り 入れてい る。 と

こ ろで中国の公務員は女性55歳、 男性60歳で退職する。 

現在中国の学校教育現場に主役と している教員は30~ 40 
代の世代である。 中国の 「一人子政策」 は1970年代末か

ら実施 し たので、 現在教育現場の主役である教員自身が

「一人子」 である。 彼、 彼女たちは自身 も十分な生活自

立す る能力 を身に付けていない世代で もある。 その彼、

彼女らに生活経験を重視 し た教育を担う こ と ができ るの

かどう かと いう 問題がある。 も ち ろ んそれは知的障害教

育のみならず、 教育全体にも大き な課題を抱えている。 

そ し て新教育課程の 「生活適応」 と いう 科目の教員研修

も大き な課題と な っ てい る。

さ ら に現在中国の特殊教育教員養成課程は 3 年制の大

学が多い。 しかし、 大都会や経済発展地域の教員採用は

4 年制大学卒業または修士課程修了の学生 (上海な どの

大都市) が求めら れてい る。 その結果、 専門性を持つ 3 
年制の大学卒業生は特殊教育学校に就職できない。 一方

教育現場に採用さ れた 4 年制大学卒業の教員は特殊教育

の専門知識を持たない人が多いと いう 現象が起き ている。 

このよう な現状を改善するためには、 ①特殊教育教員課

程の 3 年制の大学を 4 年制の大学に発展 させるこ と、 ②

すべての教員養成課程に、 特殊教育に関す る基礎科目を

必修にす る必要があ る。 さ ら に生活経験学習 と いう 実践

科目の専門教員養成を教員養成課程に明確な位置づけ る

べきである。 

3 まと め

中国で知的障害教育が発足 して、 30年過ぎた。 1985年
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義務教育実施によ り 中度重度の知的障害ある児童少年の

就学問題が重視 さ れ、 現在地域の差があ る も のの、 就学

率は平均で90%を越えた。 また1994年の 「中度知的障害

ある児童少年の教育的訓練の綱要 (試案) 」 により 教育

方法は知的伝達の教育から生活経験を重視するよう になっ

た。 指導方法も教員 を中心と した一斉の指導から児童少

年の一人ひと り に応 じた指導に展開するよう になっ たが、

教員が主導する授業方法の改革が必要である。 また生活

経験を重視す る教育 を展開 し てい るが、 実際の現場見学

や実習す る機会が少ない。 学校と 地域の連携が十分に取

れず、 児童少年に生き た生活経験を体験 させるこ とは不

十分である。 そ して生活経験学習の専門教員の養成が緊

急な課題である。

さ らに知的障害の少年が義務教育終了後、 高等学校に

進学す る機会が少ない。 そ れら の少年の進路は、 大都市

では福祉政策により 「太陽の家」 や 「虹の家」 な どの名

前で通所施設に通う こ とは一般的であ るが、 収容す る人

数の制限で、 在宅す る少年 も少な く ない。 また施設にお

いても知的障害者に関す る知識を持つ人が少ないため、

教育的な働きかけ る指導 ・ 支援は困難である。

そ れら の課題を解決 し てい く のには、 地域と 連携 し て

生きた生活経験学習が重要であり 、 また地域の企業や人々

の障害のある人々と共に生活す る意識を高め、 培智学校

の少年への移行教育を地域で行う こ と の環境づ く り が肝

要であ る。 
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